
太陽光発電システム整備業務委託仕様書 

 

１ 委託名 

  太陽光発電システム整備業務委託 

 

２ 目的 

施設園芸における燃油削減を推進するため、千葉市ＳＤＧｓ対応型施設園芸推進協議会（以下「本

協議会」という。）が、太陽光発電を活用したトマト栽培の燃油削減実証を行い、高騰する電気代の

コスト削減につながる再生可能エネルギーの有用性を実証する。 

本業務委託では、実証に必要となる太陽光発電設備及び送電設備を整備することを目的とする。 

 

３ 委託場所 

千葉市若葉区野呂町地内外（千葉市農政センター） 

（別紙１ 太陽光発電システム整備業務委託＿位置図参照） 

 

４ 委託期間 

契約締結日から令和６年９月３０日まで 

 

５ 業務対象設備及び内容 

別紙１に示す場所に、太陽光発電設備を整備するとともに、太陽光発電設備で発電した電気を第１

ＣＢ（変電所）へ供給するための送電設備の整備を実施する（整備に必要な関係者との調整、現地調

査及び整備によって発生した廃棄物の処分も本業務委託に含む）。 

なお、整備にあたっては、本協議会及び関係者と密に調整を図り、場内の人、車両の往来及び作業

を妨げないようにすること。 

（１）太陽光発電設備 

業務 内容 

設計（※１） ・太陽光発電設備の整備に必要な設計業務 

整備 ・太陽光発電設備の設置 

※１：年間の発電能力は２３．３１ｋＷｐ以上とし、太陽光パネルは５ｍ×３０ｍの範囲内に設

置できる規格のものとする。 

（２）送電設備 

業務 内容 

設計（※２） ・送電設備の整備に必要な設計業務 

整備 
・太陽光発電設備－第１ＣＢ間の配管配線 

・太陽光発電設備からの受電に必要な第１ＣＢの改修 

※２：送電は架線とする。 

 

６ 受託要件 

  本業務の受託を希望する者は、次に掲げるすべての受託要件を満たしていなければならない。 

（１）令和４・５年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、地区区分を「市内」、業種を「電

気工事」、格付を「Ａ」として登録している者。 

（２）過去５年以内に、受変電設備の改修等の業務を履行した実績を有する者（契約書及び業務内容が

分かる書類等の写しを添付すること）。 

 

７ 施設整備に当たっての条件 

本業務を受託したもの（以下「受注者」という）は、業務の実施に当たっては、以下すべての条件

を満たすこととする。なお、条件に関して疑義が生じた場合は、本協議会と受託者が協議の上、対応

を決定する。 

・業務の実施に当たっては、関係法令及び条例を遵守すること。 

・業務の実施に当たっては、本協議会と協議を行い、その意図や目的を十分理解した上で人員を配



置すること。 

・業務の進捗に関して本協議会に対して定期的に報告を行うこと。 

・図面など必要な図書は別途配付する。 

なお、配布した資料はこれを公表、貸与してはならない。 

・電気設備の整備に当たっては、原則として「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和４年

版」及び「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和４年版」に準拠して設計・施工す

ること。ただし、準拠出来ない特別な事情が生じた場合は別途協議により決定する。 

 

８ 業務計画書の提出 

（１）受注者は契約締結後７日以内に業務計画書を作成の上本協議会に提出し、承認を受けること。 

（２）業務計画書には次の事項を記載すること 

ア 業務内容、業務遂行方針 

イ 業務詳細工程 

ウ 業務実施における体制及び組織図 

エ 現場代理人及び主任技術者の経歴 

オ 再委託がある場合は再委託先の概要及び担当技術者一覧 

カ その他、本協議会が必要とする事項 

 

９ 提出物 

受注者は、以下の提出物を期日までに提出すること。 

提出物 内容 提出期限 

設計図書 製本２部、データ一式 着工前まで 

竣工図書 製本２部、データ一式 完了検査前まで 

施工記録 製本２部、データ一式 完了検査前まで 

＜電子データ＞ 

最終版は、Windows10で開くことができる、PDF形式及び編集可能なファイル形式にて納品する

こと。 

編集可能なファイル形式については、文書データは Microsoft Wordを使用して作成し、図表な

どは Microsoft Excel又は Microsoft PowerPointを使用して作成すること。 

また、使用した写真データやＣＡＤデータについても、データを提出すること。データの形式

は、本協議会と受注者との協議により決定する。 

 

１０ 議事録等の作成 

（１）本協議会との打合せ・協議を行う際には、あらかじめ協議事項を本協議会に連絡すること。終了

後は議事録を作成した上で速やかに本協議会に提出し、内容に疑義がある場合は速やかに修正する

こと。 

（２）打合せ等において生じた課題については、議事録とは別に一覧にまとめること。また、一覧は受

注者が対応すべきものと本協議会が対応すべきものとを分け、それぞれ対応期限を明記すること。 

 

１１ 契約に関する条件 

（１）本業務で作成された成果品の所有権は、本協議会に帰属する。 

   成果品は、本業務委託により整備された太陽光発電設備、送電設備及び提出物のこと。 

（２）成果品について、受注者が第三者の有する知的財産を使用する場合には、その使用に関するすべ

ての責任は受注者が負わなければならない。 

 

１２ 業務の再委託について 

（１）受注者は、受託した業務を一括として第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただ

し、業務を効率的に行う上で必要と思われる場合は、事前に本協議会と協議し、承認を得た上で業

務の一部を委託することができる。 



（２）受注者は、業務の一部を第三者に再委託した場合、再委託先に、本仕様書に定める「施設整備に

当たっての条件」を承諾させるとともに、再委託先の行為及びその結果に対する全ての責任を負う

ものとする。 

 

１３ その他 

（１）受注者は、本業務実施に当たり、随時本協議会と協議を行い、意思疎通を図るとともに、指示及

び監督を受けなければならない。 

（２）受注者は、業務の進捗状況について、適宜本協議会に報告を行うこと。 

（３）受注者は、本仕様書の解釈に疑義のある事項及び仕様書に定めのない事項は、事前に本協議会に

報告し、本協議会の指示に従わなければならない。 

（４）受注者が本業務の遂行に当たり知り得た、本協議会、千葉市及び参加企業等の情報並びに個人情

報の取り扱いについては、法令に基づき厳重に管理を行い、本業務終了後も、他への開示、漏えい

及び目的外利用をしてはならない。また、それらの委託者、事業者等の情報及び個人情報の漏えい

により生じた損害については、全て受注者の責任において処理すること。 

（５）受注者が、本業務の遂行に関連し、第三者へ損害が発生した場合、その損害が受注者の故意又は

重大な過失により生じた場合には、受注者の責任においてその損害を賠償すること。 

（６）本業務の実施に当たっては、事故防止等、安全の確保に十分配慮すること。 

（７）整備した設備の運用開始に際し、施設管理者等への取扱説明を十分行うこと。その回数、方法等

については本協議会と協議すること。 

（８）太陽光発電システム等の設備に関しては、基準風速に対する十分な風圧強度、地震に対する十分

な強度を有する方法にて設置を行うこと。また、その工法については事前に計算書、仕様書等で本

協議会の承諾を得ること。 

（９）本業務に必要な関係諸官庁への届出については、受注者にて代行すること。また、その費用につ

いても本業務に含むものとする。 

（１０）本業務によって発生した廃材の処分については「建設副産物の処理基準及び再生資源の利用基

準」に従って適切に処理すること。 

（１１）本業務に使用する材料・機材等で、公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能

評価事業設備機材等評価名簿」に記載のある材料については、評価を受けた材料・機材等を使用

することとする。ただし、これによりがたい場合、JIS及び JASマークの表示のない材料の使用

については、要求する品質及び性能を有することの証明となる資料を提出のうえ、本協議会と協

議とする。 

（１２）本業務に際し、仮設事務所等の仮設物を設置する場合、設置可否及び設置位置等については本

協議会及び千葉市と協議し、その費用は全て受注者の負担とする。また、本業務に必要な業務用

水は発注者が無償で提供し、電力については受注者の負担で発電機を使用することとする。 

（１３）停電を伴う作業は、停電日程等を本協議会、千葉市及び主任技術者と十分協議のうえ、千葉市

農政センター運営業務に支障のないよう、主任技術者立会のもと行うこと。また、停電範囲・方

法について事前に本協議会及び千葉市へ説明を行い、仮設電源を要望された機器等については対

応すること。それらの費用については受注者の負担とする。 

（１４）作業時間は原則として平日の９：００から１７：００までとする。それ以外の時間に作業を行

う場合は、必ず監督員の了承を得ること。なお、作業開始前、終了後に千葉市農政センター内の

事務所まで作業報告をすること。 

（１５）本設計図書別紙図面は参考図とし、選定メーカーおよび関係諸官庁と協議、調整のうえ、委託

完了に必要な設計業務（作図含む）を着工前に行い、発注者の承諾を得ること。また、その費用

も本委託に含む。 

 

 


